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北上市告示甲第37号 

 

北上市中小企業ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付要綱を次のように定め、

令和８年４月１日から施行する。 

 

  令和８年３月31日  

                    北上市長 八重樫 浩 文 

 

   北上市中小企業ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１ この告示は、ツキノワグマによる被害防止を図るため、商工業者が実施するツ

キノワグマ対策設備の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する

ことについて、北上市補助金交付規則（平成３年北上市規則第57号）及び北上市補

助金交付要綱（平成３年北上市告示第16号）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２ この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 商工業者 中小企業基本法（昭和38年法律第1 5 4号）第２条第１項各号のいず

れかに該当し、かつ、統計法（平成19年法律第53号）第２条第９項に規定する統 

計基準である日本標準産業分類において大分類（Ａ、Ｂ、Ｐ、Ｓ及びＴを除く。） 

に分類される事業を営む者をいう。   

 (2) ツキノワグマ対策設備 電気柵、フェンス、窓格子その他のツキノワグマの侵

入を防止する設備及びセンサーカメラ、音響設備その他のツキノワグマの侵入を

警戒する設備をいう。   

(3) 事業用地 商工業者が使用する土地であって、事業に必要な施設又はその従業

員若しくは利用者が使用する駐車場の用に供するものをいう。   

（補助対象者） 

第３ 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号の

いずれにも該当する者とする。 

 (1) 市内に事業所を有する商工業者であること。 

 (2) 納期の到来している市税を滞納していない者であること。 

(3) 代表者及び役員が北上市暴力団排除条例（平成27年北上市条例第28号）第２条

第２号に規定する暴力団員でない者であり、かつ、それらと密接な関係を有しな

い者であること。 
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(4) 北上市温泉施設ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付要綱（令和７年北

上市告示甲第1 4 7号）に基づく補助金の交付を受けていない及び受ける予定がな

い者であること。 

（補助対象経費） 

第４ 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、ツキノワグマの

移動経路になり得る市内の事業用地において、補助対象者がツキノワグマ対策設備

の整備に要する経費とする。ただし、第７の規定による補助金の交付決定の通知を

した日の属する年度内に支出が完了する経費に限る。 

２ 前項の規定にかかわらず、国、県その他の機関から補助金等の交付を受けた場合

は、補助対象経費としない。 

（補助金の額等） 

第５ 補助金の額は、補助対象経費の２分の１の額（その額に1 , 0 0 0円未満の端数が

生じたときは、これを切り捨てた額）とし、1 0 0万円を限度とする。 

２ 補助金の交付は、同一の補助対象者につき、１回限りとする。 

（補助金の交付申請） 

第６ 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、北 

上市中小企業ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付申請書（様式第１号）に、

次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

(1) 整備位置図 

(2) 見積書の写し 

(3) 現状の写真 

(4)  納期の到来している市税の滞納がないことを証明する書類  

(5)  その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第７ 市長は、第６の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、北上市中小企業ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付決定通知

書（様式第２号）により、不適当と認めたときは、その旨を申請者に通知するもの

とする。 

（補助金の変更申請等） 

第８ 第７の規定による交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに北上市中小企業ツキノワグマ対策

設備整備事業計画変更（中止・廃止）申請書（様式第３号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 補助金交付決定額の増減を伴う事業計画の変更がある場合  

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合  

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認め
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たときは、北上市中小企業ツキノワグマ対策設備整事業計画変更（中止・廃止）承

認通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第９ 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかに、北上市中小企業ツキノワグ

マ対策設備整備事業費補助金請求書（様式第５号）に次に掲げる書類を添えて、市

長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象経費の支払いが確認できる書類 

(2) 事業完了後の整備箇所の写真 

(3)  その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付）  

第10 市長は、第９の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、補助金を交付するものとする。 

（補助金の取消等） 

第11 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金

の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。 

(2) その他市長が適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した

補助金の返還を命ずるものとする。 

（事業実施期間）  

第12 事業実施期間は、令和８年４月１日から令和11年３月31日までとする。 

（補則） 

第13 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 
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様式第１号（第６関係） 

                              年  月  日  

 北上市長 様 

 

                    住所又は所在地                

氏名又は名称                

及び代表者氏名                            

 

北上市中小企業ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付申請書 

 

 北上市中小企業ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金の交付を受けたいので、北

上市中小企業ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付要綱第６の規定により、関

係書類を添えて、次のとおり申請します。 

 

１ 申請者概要 

資本金又は出資の総額

（法人の場合） 

円 

常時使用する従業員数 人 

補助金の交付に係る 

市内事業所の所在地 

 

日本産業分類における 

該当する産業 

 

 

２ 事業計画 

事業計画額                        円 

交付申請額 

（1,000円未満切捨） 

                       円 

事業の具体的な内容  

 

 

 

 

 

事業スケジュール   開始年月日：   年     月     日 

完了予定年月日：   年     月     日 
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３ 誓約事項（□に✓を記入してください。）  

□ 代表者及び役員が北上市暴力団排除条例（平成27年北上市条例第28号）第２条

第２号に規定する暴力団員ではないこと及びそれらと密接な関係を有しないこと

に、相違ありません。 

 

４ 添付書類 

 

 

 

  



 

6 

様式第２号（第７関係） 

 

住所又は所在地                

氏名又は名称                

及び代表者氏名                              

 

北上市中小企業ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付決定通知書 

 

年 月 日付けで申請のあった北上市中小企業ツキノワグマ対策設備整備事業費補

助金について、次のとおり交付することに決定したので、北上市中小企業ツキノワグ

マ対策設備整備事業費補助金交付要綱第７の規定により通知します。 

 

    年  月  日 

北上市長            印    

 

 

交付決定額  金     円 
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様式第３号（第８関係） 

年   月   日  

 北上市長 様 

                    住所又は所在地                

氏名又は名称                

及び代表者氏名                

            

北上市中小企業ツキノワグマ対策設備整備事業 

計画変更（中止・廃止）承認申請書 

 

年 月 日付け北上市指令第 号で通知があった北上中小企業ツキノワグマ対策

設備整備事業の内容を次のとおり変更（中止・廃止）したいので、北上市中小企業 

ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付要綱第８の規定により、申請します。 

記 

１ 変更（中止・廃止）の内容 

 

 

２ 変更（中止・廃止）の理由 

 

 

３ 変更後の事業計画額  金       円 

 

 

４ 変更後の交付申請額  金       円 
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様式第４号（第８関係） 

 年   月   日  

住所又は所在地                

氏名又は名称               

及び代表者氏名      様 

                            北上市長 

 

北上市中小企業ツキノワグマ対策設備整備事業 

計画変更（中止・廃止）承認通知書 

 

年 月 日付けで承認申請のあった北上市中小企業ツキノワグマ対策設備整備事業

費補助金に係る事業計画の変更（中止・廃止）については、これを適当と認めたの

で、北上市中小企業ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金交付要綱第８第２項の規

定により通知します。 
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様式第５号（第９関係） 

  年  月  日  

 北上市長 様 

 

住所又は所在地                

氏名又は名称               

及び代表者氏名               

 

 

北上市中小企業ツキノワグマ対策設備整備事業費補助金請求書 

 

年 月 日付け北上市指令第 号で通知があった北上市中小企業ツキノワグマ対策

設備整備事業費補助金について、その事業が完了したので、北上市中小企業ツ 

キノワグマ対策設備整備事業費補助金交付要綱第９の規定により、関係書類を添えて、

次のとおり請求します。 

記 

１ 事業完了年月日        年   月   日 

２ 請求額     金         円 

３ 添付書類 

 

 


